
令和４年度 浜松市障がい者自立支援協議会

第１回 中エリア連絡会『全体会』

開催日 ：令和３年６月２9日（水）
開催時間：午前１０時 ～       

開催場所：和合せいれいの里 3号館 
２階 研修室１ 

次 第

１ 開会

２ 中区社会福祉課長  あいさつ

３ 議題

（１）浜松市障がい者自立支援協議会について

（２）浜松市障がい者自立支援協議会中エリア連絡会について

    ア 部会報告等

    イ 日中サービス支援型共同生活援助の評価・助言について

（３）浜松市中障がい者相談支援センター 令和３年度実績報告

（４）意見交換 

４ 閉会



令和４年度　浜松市障がい者自立支援協議会　年間予定表

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月8日 9月12日 10月11日（火） 11月14日 12月12日 1月10日（火） 2月13日 3月13日

5月26日 7月28日 9月22日 11月24日 1月26日 3月2日

市
事
務
局

エ
リ
ア
連
絡
会

日中支援型
GH評価

　＜協議会目標＞「支え合いによって、住み慣れた地域で希望を持って安心して暮らすことができるまち」

第２月曜日AM

第４木曜日AM

虐待対応ワーキング

計画相談（ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ）ワーキング

こども(18歳からの移行)ワーキング

事業所とエリア連絡会構成員の意見交換実施（評価結果報告シートは１０月末までに市協議会事務局へ提出）

意見交換の内容について企画会議報告後、第２回市全体会前までに評価結果報告シートについて、エリア連絡会構成員、事業所へフィードバック

事業所から提出
された資料内容
確認後、エリア
連絡会へ提供

市全体会報告

事業所へ令和４年
度実施状況報告
書の作成を依頼

（随時）エリア連絡会から提出された評価結果報告シートを元に、協議会からの要望、助言欄のたたき台作成
企画会議での意見を元に評価結果報告シートを確定させ、エリア連絡会へフィードバック
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浜松市障がい者自立支援協議会

目標：「支え合いによって、住み慣れた地域で希望を持って安心して暮らすことができるまち」

＜エリア全体会＞（協議ができる人数）
構成員：計画相談支援事業所・その他事業所 等
（オブザーバー：基幹相談支援ｾﾝﾀｰ）

＜エリア事務局会議＞（月１回）

＜当事者と意見交換ができる場＞

・家族・当事者・委託相談支援ｾﾝﾀｰ・区社会福祉課

部会

障害者施策推進協議会

障がい者自立支援協議会

＜市全体会＞（年２回開催）

構成員：学識経験者・計画相談支援事業所・社協・専門部会会員・当事者・教育関係・医療関係・事業所（入所、通所）

浜松市発達医療総合福祉センター・浜松市根洗学園

出席者：区社会福祉課・教育委員会

＜当事者部会＞

・当事者・家族

＜専門部会＞

・専門職・委託相談支援ｾﾝﾀｰ・区社会福祉課

相談支援部会

権利擁護部会

地域生活部会

報告・提言

＜企画会議＞（隔月開催）

構成員：委託相談支援ｾﾝﾀｰ（各エリア１人）

シグナル・各区社会福祉課

＜事務局会議＞

・基幹相談支援ｾﾝﾀｰ・障害保健福祉課＋α

依頼・報告

各団体等

主催の会議

※個別支援会議での事例の積み重ねから課題を抽出

エリア連絡会
報告・提案

とりまとめ
・基幹相談支援ｾﾝﾀｰ

・障害保健福祉課

報告・提案

事務局：障害保健福祉課・基幹相談支援ｾﾝﾀｰ・委託相談支援ｾﾝﾀｰ

事務局：委託相談支援ｾﾝﾀｰ・区社会福祉課

エリア事務局会議

①連絡会の運営に関すること・

②エリアの課題に関すること

市主催の会議

・精神保健福祉審議会

・精神障がい者にも対応した地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進会議

・医療的ケア児等支援協議会

＜地域生活支援拠点等検証委員会＞

地域生活支援拠点等検証委員会

地域生活支援拠点事業検証・検討の場

市全体会

①課題解決に向けた協議

②困難事例の共有

③市への施策、提案

④協議結果の報告

企画会議

①あがってきた課題の整理

②困難事例等情報の整理

③社会資源の改善

④困難事例の協議

⑤各部会の情報共有・発信

⑥エリア活動報告

※企画会議の中に事務局会議を置く。

①企画会議の案件を煮詰める場

専門部会

①課題解決のための調査・研究

②提言書作成

障がい児、障がい者通じて

※課題を元に、テーマ設定

※テーマは企画会議で決定

※メンバーは事務局会議で選出、

企画会議で決定

※スケジュールを組み、進める。

※ワーキンググループ設置可

※エリアの部会と連携

当事者部会

①障害者施策等についての意見交換

②専門部会やエリア活動状況の報告

※構成員や運営は企画会議で決定

エリア全体会

①地域課題の抽出と解決に向けた協議

②地域ネットワークの構築

③社会資源の改善

④困難事例の共有

部会

※地域の実情に合わせて設置

※市専門部会との連動

※ネットワーク構築

※困難事例の協議
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令和4年度浜松市障がい者自立支援協議会 中エリア連絡会 イメージ図 

令和４年４月現在 

テーマ 「つながる暮らし ともに生きよう この街で」

事務局：中区社会福祉課 

    中障がい者相談支援センター 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：浜松市障がい者基幹相談支援センター

 ・関係機関との調整・連携 

 ・個別支援会議等の課題集約 

中エリア全体会

（年3回開催）

協議会へ提案する議題等の

協議・承認

人財部会

（年８回開催）

・研修等の実施

・当事者意見交換会

地域課題検討部会

（年５回開催）

・地域課題の検討

・地域課題の提案

啓発部会

（年８回開催）

・啓発活動

・ミニ講座の開催

子ども部会準備会

（年１１回開催）

・ｱｾｽﾒﾝﾄﾂｰﾙの活用

・子ども支援における

課題の整理・検討

ネットワーク会議 

(年１回開催) 
中区内の関係機関との意見交換等

個別支援会議 個別支援会議 個別支援会議 個別支援会議 個別支援会議

ニーズ・課題・困難ケース等 中エリア連絡会からのフィードバック 

報告・提案 

浜松市障がい者自立支援協議会 

中エリア連絡会 
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〇部会テーマ及び活動内容

〇連絡会スケジュール
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

全体会 ● ● ●
地域課題検討部会 ● ● ● ● ●
人財部会 ● ● ● ● ● ● ● ●
啓発部会 ● ● ● ● ● ● ● ●
こども準備部会 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ネットワーク会議 ●
事務局会議 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

令和4年度浜松市障がい者自立支援協議会 中エリア連絡会 年間計画

〇その他 事務局の活動
関係機関等との連携推進のための取り組みとして
・中区民生委員児童委員協議会地区会長会への出席（毎月）
・中区民生委員児童委員協議会地区定例会への出席（開催月）

◆啓発部会  テーマ「ともに生き、ともに支えあう、浜松市」
スマイルフェスタへの参加。障がい者週間に合わせて市役所にて展示活動(展示内容要検討)をした
り、市役所以外(銀行やスーパー等を検討)での展示活動も実施予定。
また、講義・講話形式での啓発活動の実施を予定。

◆人財部会  テーマ「知って 学んで バリアフリーな中区 （バリ中）」
・当事者の日々の思いや、生活状況を知ることで障がい者の生活への理解を深め、日々の支援のあり
方を考える』ことを目的に、当事者と支援者の意見交換会を実施。
・既にある社会資源活用の為、社会資源を知る為の情報元を紹介できる仕組みづくりの実施。

〇連絡会テーマ
『 つながる暮らし ともに生きよう この街で 』

◆地域課題検討部会
テーマ「わ」～ライフステージに沿った課題整理、課題解決のためにつなげる地域の輪～
定期的に個別ケースの事例検討を行う中で、ケースの希望する生活に向けて障壁になっているものを
見つめていく。解決に向けて地域、関係機関、様々な視点や資源を含めて検討を重ねていくことで、
課題の整理、地域課題の抽出に繋げていく。
今年度は、前年度に抽出した課題の中からテーマを決め検討していく。

◆こども部会準備会
アセスメントツールを用いた事例検討、研修会企画を定期的に行い、ツールの周知・活用の促進及
び、アセスメントツールアップデートへの進言をしていく。
また、こどものライフステージに沿った生活に特化し、中エリアにおけるこども達に関わる地域の課
題の整理・検討の場や今後のこども部会運営について検討する。
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浜松市中障がい者相談支援センター
令和３年度 実績報告

令和４年６月２９日（水）
中エリア連絡会 全体会

1

1
0



浜松市障がい者相談支援センター実施要綱より

(1) 障がい者相談支援事業

(2) 相談支援機能強化事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 浜松市障がい者相談支援事業所連絡会への参加

(5) 浜松市障がい者自立支援協議会の運営等

本日はこちらを中心
に報告します

1
1



（１）障がい者相談支援事業

3

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月
相談実人数 184 200 259 266 208 253 296 230 260 236 295 367
うち（者） 144 159 203 220 164 198 235 189 204 185 235 305
うち（児） 40 41 56 46 44 55 61 41 56 51 60 62
新規実人数（再掲） 40 49 38 33 26 45 46 41 36 43 39 60
相談延べ件数 824 782 1028 834 820 859 885 900 915 972 847 1017

184 200
259 266

208
253

296
230 260 236

295
367

40 49 38 33 26 45 46 41 36 43 39 60

0

200

400

600

800

1000

1200

・相談実人数（月平均）：今年度254名、昨年度187名と、昨年比67名増加
・相談延べ件数（月平均）：今年度890件、昨年度701件と、昨年比189件増加
・2021年度新規実人数総数：496名・2021年度年間相談実人数：856名・年度末継続人数：636名。

①相談件数

1
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②新規相談者障がい内訳
者：４００名 児：96名

4
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③新規相談者内訳（前年比）

本人
21%

家族
21%

計画
12%

サービス事業所3%

医療機関
9%

行政
11%児相
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他委託セン
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3%

２０２１年度 ２０２０年度
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④相談内（10,647件）

訪問, 
1057, 
10%

来所, 413, 4%
同行, 342, 3%

電話, 3350, 32%

メール, 154, 1%
個別支援会

議, 199, 2%

関係機関, 5126, 
48%

⑤相談方法

50

157

8

17

222

543

785

1183

249

1464

1280

932

242

3515

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

その他の福祉に関する支援

権利擁護に関する支援

余暇活動に関する支援

社会参加に関する支援

就労に関する支援

生活技術に関する支援

家計、経済に関する支援

家族関係人間関係に関する支援

保育・教育に関する支援

不安の解消・情緒安定に関する支援

健康・医療に関する支援

障害や病状の理解に関する支援

社会資源の活用に関する支援

福祉サービスの利用に関する支援

1
5



⑥包括圏域別 相談者数

元浜 鴨江 佐鳴台 和合 板屋 高丘

人口 41597 33062 31414 34967 40982 53759

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

包括圏域別人口

元浜 鴨江 佐鳴台 和合 板屋 高丘

実人数 71 47 46 66 58 104

0
20
40
60
80
100
120

包括圏域別相談者数

元浜 鴨江 佐鳴台 和合 板屋 高丘
人口別割合 0.17 0.14 0.15 0.19 0.14 0.19

0.00

0.10

0.20

包括圏域人口別相談者の割合 ※各包括圏域
・包括元浜：北地区、曳馬地区
・包括鴨江：西地区、県居地区、江西地区
・包括佐鳴台：城北地区、佐鳴台地区
・包括和合：萩丘地区、富塚地区
・包括板屋：中央地区、アクト地区、江東地区、駅南地区
・包括高丘；萩丘地区

1
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家族課題
36%

対応方法
26%

退院支援
14%

進路
7%

生活の場について
7%

引継ぎ
4%

成年後見
2%

見守り
2%

触法系
1% その他

1%

「検討内容」

⑤個別支援会議（199回）

1
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1回
52%2回

18%

3回
9%

4回
14%

5回
7%

「世帯課題あり 会議回数割合」

1回
83%

2回
8%

3回
3%

4回
3%

7回
3%

「世帯課題なし 会議回数割合」1回
66%

2回
14%

3回
6%

4回
9%

5回
4%

7回
1%

「会議回数割合」

⑤個別支援会議

1
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⑤個別支援会議 参加機関
• 本人
• 親族
• 計画相談事業所
• 医療機関（主治医、看護師、相談員等）
• 基幹相談支援センター、他センター
• 後見人（弁護士、司法書士、社会福祉士等）
• 児童相談所、家庭児童相談室、児童家庭支援センター
• サービス提供事業所
• 社会福祉協議会
• 行政（区社会福祉課、障害保健福祉課、長寿保健課、生活福祉課、健康づくり課等）
• 民生委員
• 学校関係（保育園、幼稚園、小・中学校、SSW、先生等）
• 高齢事業所（包括、ケアマネジャー等）
• 保護観察官（社会復帰調整官）
• 障害者就業・生活支援センター、就労先
• 医療的ケア児等コーディネーター
• スクールカウンセラー

1
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（１）相談支援事業に関する評価と課題
• 相談件数、相談実人数は増加の一途であり、また、多種多様な相談
が寄せられている。相談員には対応する知識やスキルがより一層求
められている。
• サービスにつながらない人については、長期間の「伴走型」支援と
なっている。
・障がい「疑い」の相談が増えている。委託相談センターとして相談
先がわかりやすくなった成果と考える。一方でご本人への支援は慎重
さが求められるため、伴走型支援となることが多い。
・行政機関（児童相談所、障害保健福祉課、区社会福祉課、区健康づ
くり課、区長寿保険課）、地域の医療機関、地域の支援機関（計画事
業所、サービス事業所）の他に、後見人、保護観察所や、地域生活定
着支援センター、など他機関・多機関との連携がより重要となってい
る。
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（２）相談支援機能強化事業 ①相談内容
相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、地域における相談支援事業者等に対する専門的な指
導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ること。

情報
36%

相談場所
8%

制度
30%

支援方法
23%

その他
3% 相談件数：77件

●情報が欲しい 28件
（児童発達支援事業所の空き状況、計画相談の空き
状況など）
●相談場所について 6件
（身寄りがいない人の相談先、仕事への不安など）
●制度について知りたい 23件
（障がいサービスの利用方法、センターの役割につ
いて)
●支援方法を教えて欲しい 18件
（障がいの特性について、介護保険と障がいサービ
スの利用について）
●その他 2件
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（２）機能強化 ②年齢

年齢に関しては、40歳から65歳が多いのはセンター
の実績と変わらない。
65歳以上の相談内容として介護保険と障害サービス
と合わせて利用したい、障害サービスの利用方法を
知りたいなどの相談がみられた。

児（0-18
歳）
17%

成前（19-39
歳）
6%

成後（40－
65歳）
35%

高齢（65歳
以上）
16%

不明
26%
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（２）機能強化 ③障害種別

身体
31%

精神
18%知的

6%難病
3%

発達
4%

未受診
5%

高次脳
3%

医ケア
1%

不明
29%

・身体障害の方への対応が多い形となっている。

・相談者は高齢事業所（ケアマネジャー、地域包
括）からが多い傾向となっている。
2号被保険者で40代から64歳までの方や視覚・聴覚
に障害を持つ高齢者への障害サービスや制度の利
用、情報を求める内容が多い。

高齢分野との連携強化、知識・経験の共有の場の発
信など必要性がある。

2
3



（２）機能強化 ④相談者
・計画相談、高齢事業所（地域包括、ケアマネ）医
療金が半分以上の件数を占めている。

・計画相談からの相談では、障害福祉サービスや制
度についての情報や説明が多く求められている。

・高齢事業所からの相談では、支援方法を求める相
談が多かった。

・医療機関からの相談では、計画相談と同様に障害
福祉サービスや制度の情報や説明が多かったが、そ
れに加え、地域の相談窓口の相談も入っていた。

・会社からの相談、雇用者に対して、継続して働け
る環境設定や対応についてと前向きな相談が多かっ
た。

行政
9%

計画
18%

高齢
22%

医療
21%

事業所
（就労支
援・つむ
ぎ・つな
がり）
9%

家族
4%

会社
5%

民生員
3% 委託

3%

基幹
1%

学校
1% その他

4%
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⑤各機関の相談内容割合

制度
36%

情報
36%

相談場
所
14%

支援方
法
7%

その他
7%

医療

制度
29%

情報
50%

支援方
法
21%

計画
制度
28%

相談場
所
29%

支援方
法
43%

事業所

制度
30%

情報
29%

支援方
法
35%

その他
6% 高齢事業所

制度
14%

情報
57%

相談場
所
29%

行政
制度
25%

支援方
法
75%

会社

制度
30%

情報
36%

相談場
所
8%

支援方
法
23%

その他
3%

機能強化事業相談内容
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（２）機能強化事業に対する評価・課題
評価
・多種多様な相談内容であるため、相談員の経験やスキルが求め
られている。
・情報や制度以外の知識なども必要となっており、相談員同士、
役所や関係機関との知識共有を定期的に図っていく必要がある。
また、機能強化事業の相談から個別支援のケースとして対応して
いくことや事例検討での課題解決にも繋げていくことができた。
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（２）機能強化事業に対する評価・課題
課題
・情報提供のみで終わってしまうケースもあるため、果たしてその対
応でよかったのか？会社等からの相談では、支援機関とどこにも繋
がっていない可能性があるため、センターのワンストップ機能を活か
し、たらいまわしにしない受け止め機能が求められる。
・対応件数としては評価していけるが、実際に相談支援機能が強化さ
れたことの評価をするために後追いをしていくことで評価に繋げてい
けると良い。
・制度の狭間でサービスや制度を使えずに生活に困りを見せている
ケースもあった。そういったケースについては今後の課題として考え
ていく必要がある。
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